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【重要事項説明書】 

（1） 重要事項説明書と運営規程はそれぞれ策定しなければいけないか。【追加】 

 

 重要事項説明書と運営規程は、それぞれ策定してください。重要事項説明書は保護者に説明し、

同意を得たうえで交付していただくものであり、運営規程は園の管理規程（園の規則）として定め

ていただき、確認（みなし確認）申請に必要な書類のうちの一つとして市にご提出いただきます。 

 

（2） 重要事項説明書はひな形をもとに作成しなければいけないのか。 

 

ひな形はあくまでも参考として提供しているものです。 

①運営規程の概要 

②職員の勤務体制 

③利用者負担 

④その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項 

（地域型は⑤連携施設の種類、名称、連携協力の概要） 

が網羅されている場合は、「入園のしおり」等の既存の書類でも構いませんので、別途作成して

いただく必要はありません。 

 

（3） 重要事項説明書の同意は文書で取らなければいけないのか。 

 

 条例上は、利用者負担が実費徴収のみであれば、文書による同意までは求めていませんが、重要

事項説明書に記載されている内容をきちんと説明し、同意を得たということを書面で残しておくこ

とを推奨する意味で、ひな形に入れています。 

 重要事項の説明の署名及び同意の署名の文書については、原本を園で保管し、写しを重要事項説

明書とともに保護者に交付するようにしてください。 

 

（4） 重要事項説明書に変更が生じた場合は、その都度同意は文書で取らなければいけないのか。 

 

 実費徴収以外の上乗せ徴収などの利用者負担が変更になる場合は、文書での同意を得ることが必

要です。 

 それ以外の内容に変更があった場合は、変更内容について保護者に説明を行い、同意を得ていた

だく必要がありますが、文書による同意までは求めていません。 

 ただし、保護者とのトラブルにつながりそうな項目（実費徴収金額等）の変更がある場合には、

文書での同意を得ることをおすすめします。 

 ※実費徴収の例：文房具代、制服代、遠足代、行事参加代など 

 ※上乗せ徴収の例：公定価格上の基準を超えた教員の配置や平均的な水準を超えた施設整備など、

公定価格で賄えない費用を賄うために徴収するもの 
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（5） 重要事項説明書のひな形はかなり細かい。ここまで記載しなければならないのか。例示が細

かい理由は何か。 

  

重要事項説明書には、運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担、（地域型は連携施設の種

類、名称、連携協力の概要、）は必ず記載し、その他の利用申込者の保育の選択に資すると認めら

れる重要事項を記載しなければいけません。 

子どもが当該施設（事業）を利用しようとする際に、保護者が知りたいと思うことや気になるこ

とを記載する必要があり、行政への問い合わせが多いものや公立保育園のしおりで保護者に周知し

ていることなどを参考に、必要と思われるものを項目として示しています。 

各施設（事業）で保育を提供する上で、保護者に伝え、示す必要があるものを記載してください。 

 

（6） 職員体制は雇用状況によって変動するが、いつの時点の情報を記載すればよいのか。 

 

職員数については、入所人数等により変動する場合もあると思いますので、平成27年４月１日

現在の職員数（園において雇用予定の人数）を記載してください。ただし、横浜市の配置基準及び

資格の基準を下回らない人数を記載するようにご注意ください。 

なお、国のモデル例では、職員数が変動する可能性がある場合は、その旨も記載していただくこ

とが望ましいとされています。 

 

（7） 重要事項説明書は全員に配布しなければいけないのか。 

 

条例では、重要事項を記した文書を交付することになっていますので、利用の申込みを行った保

護者及び利用者に対し、配布をしてください。 

なお、インターネット等を閲覧できる保護者の場合は、承諾を得た上で、インターネット等電磁

的方法により提供することも可能です。 

 

（8） 重要事項説明書は、継続児童にも説明し、同意を得なければいけないのか。 

 

２７年４月からの新制度施行に伴い、必要になりますので、新規児童と同様に継続児童に対して

も再度重要事項の説明を行っていただき、同意を得ていただきますようお願いします。 
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（9） 重要事項説明書に同意しなかった場合の対応は。重要事項説明を修正しなければならないの

か。 

 

重要事項説明は、施設・事業が提供する保育・教育の内容を記載するもので、同意が得られなか

ったからといって、ただちに修正しなければならないものではありません。 

同意が得られない場合は、なぜ同意することができないのか、どの部分に気になる点があるのか、

など保護者の方からよく聞き取りをし、丁寧に施設・事業における保育内容や事業者の意図、考え

方を説明し、理解を得るようにしてください。 

なお、保護者の方々との話し合いの結果、提供内容の見直しが必要であると事業者が判断した場

合は、他の保護者の方の同意を得たうえで、重要事項説明書の修正をしていただくことは問題あり

ません。 

 

どうしても納得されず、同意が得られない場合は、利用者は保育・教育の提供内容に同意しない

ということですので、保護者より区役所に対し利用の取り下げ、転園申請等の手続きをしていただ

くことも考えられます。 

なお、転園申請の場合は、他の申請者よりも優先度が下がります。 

 

（10） 地域型については、嘱託医の相談は２月２３日以降とのことだが、重要事項説明書には未

定というような記載で保護者に説明して良いのか。【追加】 

 

嘱託医や嘱託歯科医について、保護者説明の段階では決まっていない場合は、３月末までに選定

予定などの記載をしていただき、保護者の同意を得たうえで、決まり次第保護者にお知らせなどで

周知するようにしてください。 

また、連携施設の嘱託医に依頼予定の場合は、そのことが分かるように嘱託医欄に記載していた

だき、横浜市医師会からの推薦を受けて、確定し次第保護者に周知するようにしてください。 

 

（11） 嘱託歯科医を置かなければならないのか。また、健診費用や嘱託歯科医に支払う金額の基

準はあるのか。【追加】 

 

嘱託歯科医手当が、公定価格に含まれていますので、配置をお願いします。健診費用や嘱託歯科

医に支払う金額の基準は示されていませんので、金額については嘱託歯科医に相談して決めるよう

にしてください。 

 

（12） 重要事項説明書の事業所番号とは何か。【追加】 

 

 確認や給付の際に使用する番号で、今後、市から通知します。（３月頃） 

 今は、空欄にするか欄を削除していただいて構いません。 



 

5 
 

【運営規程】 

（13） 運営規程はひな形の事項をすべて網羅しなければいけないのか。 

  

保育所及び地域型保育事業については、ひな形の第１条から第１３条まで（認定こども園につい

ては、網掛けをしている部分）が、必ず規定しなければいけない事項となっています。 

それ以外の事項はその他施設・事業の運営に関する重要事項の記載例であり、条例に定められた

事項となっています。そのため、施設・事業者の方が実施すべき事項という意味で記載例を作成し

ています。 

すでに条例等を参考に必須事項を盛り込んだ運営規程を作成済みということであれば、ひな形の

内容をすべて網羅したものに修正していただく必要はありません。 

 

（14） 条例とは何を指しているのか。 

 

以下の条例に定められている事項を参考に記載例を作成しています。 

・横浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平成26年９月

横浜市条例第 48号）【運営基準】 

・横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成24年 12月横浜市条例第 60号） 

 【認可基準】 

・横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例（平成 26年９月横浜市条例第47

号）【認可基準】 

 

（15） 職員の職種、員数については、現在の人数を記載すればよいのか。 

 

職員数については、入所人数等により変動する場合もあると思いますので、平成27年４月１日

現在の職員数（園において雇用予定の人数）を記載してください。ただし、横浜市の配置基準及び

資格の基準を下回らない人数を記載するようにご注意ください。 

また、記載している職種は例示ですので、施設・事業の実情に応じて適宜加除修正してください。 

 

＜参考＞重要事項説明書（５） 

 

（16） 運営規程には「利用定員」を記載することになっているが、定員外受け入れをしている場

合の取扱いは。また、特別な配慮により、利用定員を下回る人数で募集をしている場合の取

扱いは。 

 

運営規程には市に届出をし、確認を受けている「利用定員」を記載してください。 

なお、実際の受入人数は、重要事項説明などに、利用定員を記載したうえで、受入人数上限等を

わかるように記載してください。必要に応じて、重要事項説明書などに定員を上回る又は下回る理

由を記載してください。園庭及び保育室の 低基準面積を超えて受け入れることはできません。 
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（17） 運営規程は市に提出するとのことだが、いつまでに提出すればよいのか。 

  

確認（みなし確認）申請に必要な書類のうちの一つとして市にご提出いただきます。期限は２月

２５日頃を予定しています。ただし、確認を受ける際に、運営規程に規定すべき内容が確定できな

い場合があり得ることから、案として提示した後、内容が確定した段階で速やかに差し替える等で

ご対応いただいてもかまいません。 

 

【利用契約書】≪保育所以外≫ 

（18） 利用契約書の法人代表者でなければいけないのか。 

 

法人の場合は、法人代表者名で自署又は記名押印していただくことを想定していますが、法人と

して園長（施設長）に権限を委任しているなどで、園長（施設長）に契約権限がある場合には、園

長（施設長）名で自署又は記名押印していただいても構いません。 

 

（19） 法人名、法人所在地、法人代表者名をパソコンですべて先に印字してはいけないのか。 

 
法人名、法人所在地はあらかじめ印字でかまいません。 

 代表者氏名については、自署でない場合は、記名押印となります。 

 「記名」とは、事前の印刷やゴム印など、自署以外のことを指します。 

 その場合は、かならず法人代表者印（代表者が園長の場合は園長印）を押印してください。 

  

（20） １号認定の児童は卒園日が３月 31 日より前である。その場合で、利用契約の有効期間は卒

園日か、それとも卒園する年の３月 31 日なのか。 

 

１号認定の期間が卒園する年度末の３月 31 日までとなっているため、有効期間は卒園する年度

の３月 31日と記載してください。 

  

（21） 継続児童についても利用契約を締結する必要があるのか。 

 

２７年４月からの新制度施行に伴い、必要になりますので、新規児童と同様に継続児童に対して

も利用契約書による利用契約の締結を行っていただきますようお願いします。 

 


